
「農福連携工賃向上推進事業」企画提案書募集要項 

 

１ 事業名 

農福連携工賃向上推進事業 

 

２ 事業の目的 

障害者の農業分野での就労を支援し、職域の拡大及び工賃水準の向上を進めるために、

農業に取り組む就労継続支援事業所等（以下、「事業所」という。）が抱える課題解決に必

要な専門的技術・知識を持ったアドバイザーによる実践指導並びに事業所職員等に対する

農業分野での啓発事業を実施し、技術向上を図るとともに、事業所が生産した農産物等を

販売する機会を提供するマルシェの開催を通じて、農福連携の普及・啓発を図る。 

 

３ 業務委託内容 

別添「農福連携工賃向上推進事業仕様書」のとおり 

 

４ 契約条件 

（１）契約形態 

最優秀企画案を提出した事業者と、契約書（案）により委託契約を締結する。なお、

契約書の仕様書は、企画提案書をもとに事業者と協議の上、変更を行うことがある。 

（２）契約期間 

契約締結日から令和９年３月 23日まで 

（３）契約金額限度額 

4,065,000円（消費税及び地方消費税を含む。） 

※ 契約保証金は、愛知県財務規則第 129条の２の規定により、契約金額の 100分の

10以上とする。ただし、同規則第 129条の３各号に該当する場合は、契約保証金

の全部又は一部の納付を免除することができる。 

（４）委託費の支払い方法 

委託料の支払いは、原則として精算払とする。ただし、当該委託料以外に財源のない

非営利法人等については、愛知県財務規則に定めるところにより、前金払を行うことが

できるものとする。（書面による事前の申し出が必要。） 

 

５ 応募資格 

  以下のいずれにも該当することを条件とする。 

・法人であること。なお、民間非営利団体同士の共同事業での応募も可とする。 

・営利法人については、令和８・９年度「入札参加資格者名簿」の「大分類 03.役務の

提供等」の内、「中分類 03.映画等製作・広告・催事、小分類 03.催事、細分類 01.イ

ベント企画」、「中分類「07.調査委託、小分類 07.総合研究所」、「中分類 14.審査業務、

小分類 02.経営診断業務」、「中分類 16.その他の業務委託等、小分類 03.研修 又は 

小分類 06.人材派遣」のいずれかに登録されている者。 

・応募受付期間内において「愛知県会計局指名停止取扱要領」に基づく指名停止を受け

ていないこと。 



・応募受付期間において「愛知県が行う事務及び事業からの暴力団排除に関する合意書」

（平成 24年６月 29日付け愛知県知事等・愛知県警察本部長締結）に基づく排除措置

を受けていないこと。 

・宗教活動若しくは政治活動を主たる目的とする団体、暴力団若しくは暴力団員の統制

の下にある団体や個人でないこと。 

・地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の４の規定に該当していない者であ

ること。 

 

６ 応募期間 

令和８年６月 25日（木）午前９時から令和８年７月８日（水）午後５時まで【必着】 

 

７ 応募方法等 

（１） 企画提案書の提出 

当事業の受託を希望される方は、下記により企画提案書を提出すること。  

ア 提出書類 

 ・企画提案書（別添様式１） 

 ・経費見積書 

 ・応募者の概要が分かるもの（企業案内等） 

イ 提出部数 ７部（正本１部、副本６部） 

ウ 提出方法 郵送（宅急便を含む。） 

  ※ 提出期限後に愛知県庁に到達したものは無効とします。無効に関する異議申し

立ては、配達証明等第三者の発行する書面により愛知県庁への到達時間が証明で

きる場合に限り、受け付けるものとします。 

（２） 提出書類の取扱い 

  ア 提出された企画提案書は、返却しない。 

    なお、企画提案書は本委託業務における受託事業者の選定以外の目的で使用しない。 

  イ 企画提案書の応募に関して要した経費は、応募者の負担とする。 

  ウ 企画提案は１事業者１案とする。 

  エ 実施にあたっては、採用された企画提案書の内容を協議の上、変更することがある。 

（３） 提出先 

〒460-8501 

名古屋市中区三の丸三丁目１番２号 

愛知県福祉局障害福祉課障害福祉事業所支援室 事業所指導第一グループ 

 

８ 選定事業者数 

  １者 

 

９ 提案の審査・選考等 

（１）審査方法 

提出された企画提案書について、県が設置する選定委員会においてプレゼンテーショ

ン及び質疑応答による審査を行う。 



ただし、応募数が４企画案以上の場合、選定委員会でのプレゼンテーション等による

審査に先立ち、書面による一次審査を行う。 

なお、選定委員会は非公開とし、審査の過程など審査に関する問い合わせ及び異議申

し立てについては、一切応じないこととする。 

（２）選定委員会について 

ア 日時 

  令和８年７月 15日（水） 

※プレゼンテーションの日時は、参加事業者に別途連絡する。 

  イ 会場 

愛知県庁周辺会議室（予定） 

  ウ 方法 

    提出された企画提案書を使用して、１事業者 15 分程度のプレゼンテーション後、

質疑応答を行う。 

（３）照会等 

審査に至る過程で、必要に応じ、追加資料を請求する場合がある。また、応募内容等

に不明な点がある場合、県から電話等により照会を行うことがある。 

（４）審査基準 

ア 候補者の概要 

・障害者就労に関する知識・実績はあるか。 

・事業に従事する人数・体制は適切か。 

・事業を適切に実施する能力はあるか。 

 イ 全体方針 

  ・事業の趣旨を理解しているか。 

・事業の目標は高いか。実現性はあるか。 

・全体スケジュールは適切か。 

ウ 事業内容 

 ・農業技術等実践指導事業の内容は適切かつ効果的か。 

・農福連携マルシェ開催事業の内容は適切かつ効果的か。 

・啓発事業の内容は適切かつ効果的か。 

・付加提案は、独創的で事業効果を高めることができる提案内容となっているか。 

エ 見積経費等 

・見積経費項目、金額は適切か。 

  オ 社会的価値の実現に資する取組（別紙申告書のとおり。） 

（５）審査結果の通知 

審査結果については、全提案者に対し文書で通知する。なお、審査結果は愛知県情報

公開条例に基づく開示請求があった場合には、開示の対象となるが、選定委員会は非公

開のため、審査の経過等に関する問い合わせには応じられない。 

（６）契約 

選定された者と県は、企画提案の内容を基にして、業務履行に必要な協議、調整を行

い、協議が整った上で契約を締結する。ただし、協議等が整わない場合は、次点者と県

が協議等を行うこととする。 



１０ スケジュール（予定） 

令和８年７月８日（水）  企画提案書の提出期限 

令和８年７月 15日（水） プレゼンテーションによる審査 

令和８年７月中下旬 委託先の決定、契約、業務開始 

令和９年３月 23日（火） 事業終了 

 

１１ その他 

（１）企画提案書提出後に辞退する場合は、辞退理由等を記載した辞退届（別添様式２）を

提出すること。 

（２）次の各号に該当した場合、企画提案者は失格とする。 

 ア 提出書類に明らかな不備があった場合、虚偽の内容が含まれていた場合、若しくは

指示内容に違反があった場合。 

  イ 県職員又は当該企画競争関係者に対して、当該企画競争に関わる不正な接触の事実

が認められた場合。 

  ウ この応募に参加した者が、業務委託に関する競争入札等参加停止を受けることとな

った場合。 

（３）委託事業の開始から終了までの間、事業実施方法や進捗状況の確認等、事業の円滑な

実施のために、定期的に県と連絡調整を行うこと。 

 

１２ 事業提案に関する質問 

  令和８年６月 25日（木）から令和８年７月１日（水）【午後５時】まで、メールで質問

を受け付ける。質問事項の趣旨を明確にして、以下のアドレスに「質問書」（別添様式３）

を送ること。なお、口頭（電話含む）による質問は受け付けない。 

質問に対する回答は、令和８年７月６日（月）を目途に愛知県福祉局障害福祉課ホーム

ページの新着情報に掲載する。なお、質問内容が質問者固有の内容に係る場合は、質問者

にメールで回答し、ホームページには掲載しない。 

 

〇メール送付先 

shogai@pref.aichi.lg.jp 

※ メールの件名は「農福連携工賃向上推進事業に関する質問」とすること 

〇愛知県福祉局障害福祉課ホームページ： 

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/shogai/ 


